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当院における訪問リハビリ利用者の実態調査 

～目標達成による訪問リハビリ修了に向けて～ 
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明治国際医療大学附属病院  
 

 

要旨： 

【はじめに】当事業所における 2015 年からの訪問リハビリ利用者に関する情報について後方視

的に集計し，目標達成による訪問リハビリの修了について考察を行った． 

【利用者情報】対象利用者は 113 件，年齢は主には 70 歳代から 90 歳代，介護度は主には要支

援２～要介護３となっていた．各利用者において問題となっている課題動作は，家事や趣味と

いったものよりも歩行動作・トイレ動作，入浴動作の方が多くなっていた．利用者の内，目標

を達成して修了できた者は 17 件であり，そのうち 13 件は６カ月以内に修了となっていた． 

【考察】訪問リハビリの目標設定を行うにあたり，より具体的な目標設定を行うとともに，訪

問リハビリの介入効果が大きく得られると考えられる介入開始６カ月後を目処に目標設定を

行っていく．これをより密接に関係職種と連携していくことで，目標達成による訪問リハビリ

修了を目指すことが必要であると考えられた． 
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Ⅰ．はじめに 

  令和２年度版厚生労働白書１）によると，我が国の高齢

化率は 2019 年では 28.4%，2040 年には 35.5%と増加の一

途を辿るとされている．そのなかで，厚生労働省の平成

30 年高齢期における社会保障に関する意識調査報告書２）

によると，介護を必要とする状態になった場合，在宅で生

活したいと答えたものが 35.7%いるとされている．さらに

は今後増えてほしいと思う介護関係の事業所・施設につい

ては，訪問介護・訪問看護サービスやリハビリテーション

を提供する事業所と答えたものが約４割に達しており，訪

問リハビリテーション（以下，訪問リハビリとする）への

期待が大きくなっていることがわかる．一方で，訪問リハ

ビリの受給者数については，平成 19年と平成31年の要支

援・要介護者全体で比較すると，約３倍の増加となってい

る．その中でも，要支援１・２の者においては，約５倍と

著しい増加となっており，問題視されている状況になって

いる（図１）． 

 このような中で，令和３年度の介護保険改定においては，

介護予防訪問リハビリについては開始後１年以上経過し

た利用者においては減算の対象とされている．また，アウ

トカムによる効果判定が求められていたり，社会参加支援

を促すことが求められたりと，一定期間内の目標達成やこ

の効果判定が求められている．これらのことを踏まえ，当

事業所における 2015 年からの訪問リハビリ利用者に関す

る情報について後方視的に集計し，目標達成による訪問リ

ハビリの修了についての考察を行ったので報告する． 

Ⅱ．事業所紹介 

まず，当事業所の所在地は南丹市日吉町であり，特別地

域加算を算定する地域となっている．当院の訪問リハビリ

テーション事業所は 2015 年に開設，今年で６年目を迎え

ており，現在は理学療法士２人で訪問している．訪問区域

は南丹市と京丹波町としており，現在まで 113件の利用者

にサービスを提供しており，現行の利用者は 60 件，一日

当たり14～15件の訪問となっている． 
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Ⅲ．利用者情報 

 当事業所の利用者の内訳であるが，性別は男性が 58

件，女性が 55件．年齢は主には 70歳代から 90歳代で，

その中でも80歳代が56件と一番多くなっていた（表１）．

利用者の介護度においては，主には要支援２～要介護３

で，要介護４・５の重度介護の利用者は比較的少なく

なっていた（表２）．訪問リハビリを利用するきっかけ

となった疾患については，骨折が 12件，脊椎・脊髄疾

患が11件，変形性関節症または術後が 18件とこれらの

骨関節疾患を合わせると 41件，次いで脳血管障害が24

件とこれらで過半数を占めていた（表３）．介入時の認

知症高齢者の自立度は，正常が 31件，Ⅰが33件，Ⅱaが

20件，Ⅱbが10件，Ⅲaが７件，Ⅳが６件，Ｍが２件と

なっており，正常からランクⅡまでで 94 件・約８割と

比較的軽度の者が多くなっていた（表４）．障害高齢者

の日常生活自立度は，ランク J・ランク A が合わせて

81 件と約７割を占めていた（表５）．Barthel Index（以

下，BI）においては，比較的自立度が高いとされている

60点以上が91件，約８割という結果になっていた（表

６）．各利用者において，問題となっている課題動作を

一人三つまでの抽出をしたところ，比較的多かったもの

は移乗動作が 17 件・トイレ動作が 26 件・入浴動作が

20件・歩行動作が88件となっており，歩行動作を問題

としている利用者が最も多くなっていた（表７）．訪問

リハビリの利用期間については，全利用者でみると介入

開始後１年以上経過している利用者が 52件・約５割と

なっており，現行の利用者においては 60件中42件と約

７割を占めているという結果になった（表８）．介入開
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始から６カ月経過，もしくは６カ月以内に終了した利用

者の BI の変化については，改善が 33 件で約３割，維持

が 54 件で約５割，低下が 13 件という結果になっていた

（表９）．介入を終了した利用者の内訳は，目標を達成し

て修了となった利用者が 17件，悪化もしくは死亡で終了

となった利用者が 25 件となっていた（表 10）．そのうち

目標を達成して修了となった利用者の特徴であるが，そ

の修了時期をみると６カ月以内に修了できた利用者が 13

件，６カ月以降に目標を達成できた利用者が４件いう結

果になった．その障害高齢者自立度をみるとランク J と

ランクAの利用者が15件，認知症高齢者自立度はランク

Ⅱまでの利用者が 15 件となっていた（表 11）．疾患に関

しては，脳血管疾患が５件，骨折が８件となっており，

サービス開始前の状況については，在宅で他の介護保険

サービスの利用をしていなかった利用者が７件，医療機

関を退院したあとの利用者が９件となっていた（表 12）． 

訪問リハビリ利用開始後１年以上経過した利用者の特

徴についてであるが，52件中27件が要支援１と２の利用

者となっており，障害高齢者自立度はランク J と A を併

せて42件，認知症高齢者自立度はランクⅡまでが46件と

比較的保たれているという結果になった（表 13）．その疾

患については，脳血管疾患が 14件，変形性関節症又は術

後が13件となっていた（表 14）． 

Ⅳ．考察 

 一般社団法人全国デイ・ケア協会の通所・訪問リハビ

リテーションの目的を踏まえた在り方に関する調査研究

事業（令和元年度調査）３）によると，訪問リハビリ開始

６カ月後の利用状況と今後の予定では，要支援者をみる

と27.9%の利用者が「目標を達成し，修了している」となっ

ている一方，45.2%の利用者は「利用を継続し，修了の予

定はない」という結果になっていた．目標達成により修

了した利用者の利用期間については，全体でみると６カ

月以内に修了した利用者が 54%，１年未満を含めると

70.3%という結果になっていた（図２）．一定期間内の目

標達成が求められている，また，訪問リハビリの効果判

定が求められているなかで，当事業所においては，目標

を達成して訪問リハビリを修了できた利用者は 17件・約

15%という結果になっていた．また，訪問リハビリを１

年以上提供していた利用者は 113件中 52件，その中でも



当院における訪問リハビリ利用者の実態調査 

18 
 

要支援１と２の利用者は27件とおよそ半数を占めている

という結果になっていた．この理由として考えられるの

は，一つは地域特性が挙げられる．山間地域・過疎地域

であるため，状態が改善して通所などのサービス利用や

社会参加が可能になっても受け入れ先が少なくなってい

る．続いて挙げられるのは，利用者の疾患の特性で，変

形性関節症などの慢性疾患で疼痛の改善などが訪問リハ

ビリの目的となっているということが考えられる．要支

援者などの比較的軽度の利用者においては，生活の中で

庭の草引きや田畑の手入れをされていることが多く，身

体運動機能に対して活動量が見合っていないことが多い

のではないかと考えられる．続いては脳血管疾患等で，

片麻痺などの障害が残っているケースが考えられる．こ

の場合，目標とする課題が歩行や移乗のふらつき軽減等

というもので曖昧になってしまい，訪問リハビリが長期

化しているということが考えられた． 

 今後，訪問リハビリの目標設定を行うにあたり，利用

者が送りたい生活や果たしたい役割など，より具体的な

目標設定を行うとともに，訪問リハビリの介入効果が大

きく得られると考えられる介入開始６カ月後を目処に目

標設定を行っていく．これをサービス担当者会議やリハ

ビリテーション会議をより密接に行い関係職種と連携し

ていくことで，目標達成による訪問リハビリ修了を目指

すことが必要であると考えられた． 
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